
 令和５年 

 第４回市議会定例会 意見書案第３号 

トランスジェンダーの困難を軽減するためＧＩＤ特例法の 

速やかな改正を求める意見書 

 上記の意見書案を函館市議会会議規則第１３条第１項の規定により提 

出します。 

  令和５年１２月８日提出 
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トランスジェンダーの困難を軽減するためＧＩＤ 

特例法の速やかな改正を求める意見書 

 

最高裁判所は、2023年10月、戸籍上の性別を変更する要件として「生

殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」（い

わゆる「生殖不能要件」）を定めるＧＩＤ特例法（性同一性障害者の性

別の取扱いの特例に関する法律）の規定が、個人の尊重を定めた憲法13

条に反し、無効であるとの判断を示しました。トランスジェンダーは、

性自認と戸籍上の性別が異なることで、様々な困難に直面しています。

今回の決定は、こうした困難の軽減につながるもので、最高裁が、マイ

ノリティの人権を実現するという司法の重要な役割のひとつを果たした

ものといえます。 

「生殖不能要件」は、ＧＩＤ特例法が成立した2003年当時は国際的に

みて標準的な内容でしたが、その後、海外では、この要件を見直して廃

止する例や、この要件をおかずに立法する例が相次いでいます。2014年

にはＷＨＯが、不妊手術を法的性別変更の要件とすることを批判する共

同声明を公表しています。 

よって、政府並びに国会は、今回の最高裁判決をうけ、生殖不能要件

を撤廃するＧＩＤ特例法の改正を速やかに行うよう求めます。 

また、生殖不能要件以外の要件も、2019年に「性同一性障害」（ＧＩ

Ｄ）が医学上の分類において精神障害のリストから外されたこと、ＬＧ

ＢＴ理解増進法において「全ての国民が、その性的指向又はジェンダー

アイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえ

のない個人として尊重される」との基本理念が定められていることをふ

まえて見直されるべきであり、そのための議論もまた、政府により速や

かに開始されるよう求めます。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき意見書を提出します。 

 

令和５年１２月  日 



 

函館市議会議長 吉 田 崇 仁   


